
京都市における
重層的支援体制推進の取組について
～みんなでキャッチ、つながり・広げ・支え合う～

京都市
保健福祉局福祉のまちづくり推進室
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（令和８年度社会福祉法人役員等研修会資料）
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１ (前提)重層的支援体制とは

２ 京都市における取組事例

①重層支援会議

②地域コミュニティＨｕｂ



目標

市町村の努力義務

具体のツール（任意）
【令和３年４月創設】

※福祉分野における共通的基本事項を定める法律。

3

社会福祉法※上の位置付け

【出典】厚生労働省「令和6年度重層的支援体制構築推進人材養成研修」資料



制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、
地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

地域共生社会とは

【出典】厚生労働省「地域共生のポータルサイト」
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≒全ての人に
「居場所」と「出番」



【出典】三菱UFJリサーチ&コンサルティング「「包括的な支援体制」の整備が市町村の努力義務になっているなんて知らなかったという人への
ガイドブック」（令和５年度厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金「社会福祉法第106条の3に定める包括的支援体制の
多様なあり方に関する調査研究」）
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包括的な支援体制とは



重層的支援体制整備事業とは
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市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、
以下の３つの支援を一体的に実施する。

【出典】厚生労働省「令和6年度重層的支援体制構築推進人材養成研修」資料



＜地域づくりに向けた支援・参加支援＞ ＜相談支援・参加支援＞

【出典】厚生労働省「令和5年度重層的支援体制構築推進人材養成研修」資料
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＜参考＞伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築



地域づくり

○各分野の地域づくりの事業における多世代・多属性を対象とした居場所等の提供や、専門的な支援が必要な支援ニーズの相談支援機関等へのつなぎの推進
○区地域福祉推進委員会の活動充実（地域福祉活動に関わる多様な主体がつながる場（プラットフォーム）の展開、各分野別ネットワークとの連携推進 等）
○地域支え合い活動創出コーディネーターを軸にした活動の推進（高齢者を中心とした、参加者の属性や世代に関わらない支援の推進、体制強化 等）
○地域共生・地域づくり協働ミーティング（保健福祉センター、地域力推進室、区社会福祉協議会を中心とした協議等の場）の開催、区・支所の結節点機能の充実強化（区Hub） 等

包括的相談支援

○「みんなでキャッチ」(取りこぼさず受け止め、連携して支援)の推進
○職員等の対応力確保・向上
（保健福祉センター職員の研修体系の再構築、
多分野・多機関の支援関係機関合同での事例検討等の実施）

等

（分野・属性を超えた）
多機関協働

アウトリーチ等を
通じた継続的支援

○保健福祉センターにおける
アウトリーチ業務の強化

○地域あんしん支援員設置事業の機能強化
（支援が届いていない人の把握を規定、
体制強化、運用の柔軟化 等）

等

課題に対応した地域づくり

支援ニーズの気付き・見守り・つなぎ

連
携

多様な主体の地域活動への参加

社会資源の活用

本人・世帯

【高齢】保健福祉センター健康長寿推進課
・高齢サポート（地域包括支援センター）
・地域介護予防推進センター
・介護保険事業所
・長寿すこやかセンター、在宅医療・介護連携支援センター 等

【障害】保健福祉センター障害保健福祉課
・障害者地域生活支援センター
・相談支援事業所
・こころの健康増進センター
・地域リハビリテーション推進センター  等

【子ども】保健福祉センター子どもはぐくみ室
・児童福祉センター
・地域子育て支援ステーション
・保育園、認定こども園、幼稚園、学校、青少年活動センター
・児童館、つどいの広場  等

【生活困窮】保健福祉センター生活福祉課
・生活困窮者自立相談支援機関
・住居確保給付金申請窓口
・ホームレス自立支援センター
・日常生活自立支援事業専門員、生活支援員 等

【
ご
み
屋
敷
】

【
ひ
き
こ
も
り
】

重層支援会議
（地域あんしん支援員設置事業の各会議を統合・発展）

＜目的＞
社会福祉法に規定する「支援会議」としての守秘義務又
は本人同意に基づき、複雑化・複合化した課題を抱える
福祉的な支援を要するケースのうち、支援関係機関等の
連携によっても、支援上の困難があるもの（地域あんし
ん支援員の支援ケースを含む。）に係る情報共有や、支
援方針・役割分担の検討・決定等を行う。

＜基本構成（新規ケースの場合）＞
・保健福祉センター長【リーダー】
・健康長寿推進課長、健康長寿推進課担当課長
・連携支援推進係長
・区社会福祉協議会
・保健福祉センター各所管課長、関係機関等

民生児童委員、社会福祉協議会、社会福祉施設（社会福祉法人）、自治会・町内会、地域企業、大学、NPO 等

連携・モニタリング

参加支援

○保健福祉センターにおける参加業務の強化
○地域あんしん支援員設置事業の機能強化
（支援対象者の思いやニーズに沿った、
社会参加に向けた支援を規定 等）

○区・支所の結節点機能の充実強化（区Hub） 等

区地域福祉推進委員会（事務局：区社会福祉協議会）＜構成＞民生児童委員、学区社会福祉協議会、社会福祉施設の代表者、保健福祉センター 等（※行政区によって異なる）

○「連携支援推進係長」の配置
○「重層支援会議」の開催

等
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域
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童

対
策
地
域

協
議
会

【高齢】
・地域支え合い活動創出事業
・健康長寿サロン、健康すこやか学級 等

【障害】
・こころのサポートふれあい交流サロン事業 等

【子ども】
・地域子育て支援拠点事業（児童館、つどいの広場 等）
・子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業  等

【生活困窮】
・生活困窮者支援団体への活動支援事業 等

地域ケア会議

地域支え合い活動調整会議

障害者地域自立支援協議会

こころのふれあいネットワーク

子育て支援調整会議

地域子育て支援ステーション会議

【
ケ
ア
ラ
ー
】

COCO・てらす

＜参考＞本市の主な取組事項（全体概要）
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【
困
難
女
性
】



京都市ケアラー支援推進計画

ケアラー支援に関する相談先

ケアラー支援推進プロジェクトチーム

＜参考＞京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例

9

・様々な理由により援助を必要とする家族等の身近な人を、無償でケアする人（＝ケアラー）を

社会全体で支え、全てのケアラーが安心して自分らしく、希望を持って暮らせる社会の実現を

目指す「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」が市会議員全員の共同提案・全会一

致で可決・成立（令和6年11月）。

・多様なケアラーに対する支援は、重層的支援体制において取り組む様々な支援のひとつ。

公募により作成した
シンボルマーク・キャッチコピー

ケアラー支援に関する京都市の
取組はこちらから！

京都市ケアラー支援推進協議会
広報・啓発

ケアラーについて、ケアが必要な人への支援
のための人的資源や協働者ではなく、尊重さ
れるべき一人の個人として、ケアラー固有の
困難（家族ゆえの困難など）やニーズを理解
し、支えていく。



１ (前提)重層的支援体制とは

２ 京都市における取組事例

①重層支援会議

②地域コミュニティＨｕｂ
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重層支援会議とは
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＜会議の概要＞
複雑化・複合化した課題を抱える福祉的な支援を要するケースのうち、

支援関係機関等の連携によっても、支援上の困難があるものに関して、
社会福祉法に基づく守秘義務の下、
情報共有や支援方針・役割分担の検討・決定等を行うもの。
各区役所・支所保健福祉センターに設置しており、原則として月１回定期開催。

＜会議の基本構成＞

○保健福祉センター長【リーダー】、健康長寿推進課担当課長、連携支援推進係長
○健康長寿推進課長、障害保健福祉課長、生活福祉課長、子どもはぐくみ課長
○区・市社会福祉協議会
○（ケースに応じて）その他現在関わりがある機関や、今後関わりを期待する機関等、
保健福祉センター長が必要と判断する関係機関等

＜会議のポイント＞

対象世帯への包括的な支援に向け、課題解決のみを目的とするものではなく、
地域住民かつ生活者でもある支援対象者の小さな変化（成果）の積み重ねを大切に扱うとともに、

・ 関係者それぞれが担当する業務における視点や専門性、得意分野、支援対象者との関係性などの
違いを基にした厚みのあるアセスメントや支援、
また、地域の活動や社会資源との関わりの中での、地域における見守り・支援体制の構築
⇒ 対象世帯への支援や見守りの「チーム」づくり

・ 複数の機関等が共有・関与することでの、支援者（支援する側）の孤独感・孤立感や
支援を進めるうえでの負担の軽減
⇒ 支援者支援 等を図る。
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※ 福祉的な支援を要するものでないことが明らかである場合（単なる近隣トラブルのみであるもの等）は、原則、取り扱わない。
また、ケースカンファレンスや既存の会議体で対応可能なものを重ねて取り扱う必要はない。

「地域あんしん支援員設置事業」
の支援対象

（制度の狭間、支援拒否、複合課題で、
信頼関係の構築に重点を置いた
寄り添い支援を基本としたもの）

支援関係機関の支援が行き詰まる中で、
保健福祉センターとしての後方支援

（支援方針や支援者の検討、全体判断 等）が求められるもの

支援関係機関が
多分野にわたる中で、
支援方針や役割分担等の
全体マネジメントが

必要なもの

寄り添い支援の効果が
期待できないもの

（支援者への攻撃性や依存性が
著しく高い 等）

支援関係機関間の
情報共有や連携が必要にもかかわらず、

本人の同意が得られないもの
（特に、多分野にわたるなどして、

既存の分野別の会議（守秘義務あり）では
対応が難しいもの）

重層支援会議の対象となり得るケース
その他、
複雑化・複合化した課題
を抱える福祉的な支援を
要するケースのうち、
支援関係機関等の
連携によっても、
支援上の困難があるもの
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重層支援会議で取り扱う支援対象イメージ



自機関で

対応可能

自機関のみでは

対応困難な課題あり

対応
関係機関等と

連携して対応

担当課長・センター長と

重層支援会議で

取り扱うことを確認

所管課等と連携して対応

所管課から連携支援推進係長に相談

連携しながら改めて課題整理、情報収集、アセスメント等を実施

重層支援会議で取り扱う

（又は　その他の方法により対応）

相談支援機関
保健福祉センター

所管課 連携支援推進係長

本人、家族等からの相談を包括的に受け止める

又は　必要な支援が届いていない人を把握する

相談支援機関から所管課に相談

対応困難で

あった場合
支援上の困難がある場合

支援上の困難がある場合

①

②

③

④

支援の実施
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① 本人、家族等から相談を受けた相談支援機関は、
相談者が複合的な課題や表面化していない（見え
にくい）課題を抱えている可能性があることを
理解したうえで、所掌にかかわらず、支援ニーズ
を取りこぼさず丁寧に受け止める。 
または、関係機関や地域と連携を深める中で、

必要な支援が届いていない人を把握する。

② 受け止めた又は把握した支援ニーズについて、
自機関のみで対応可能な場合は対応を行うとともに、
自機関のみでは対応困難な課題がある場合又は
自機関のみで対応したものの結果として対応困難
であった場合は、当該相談支援機関は関係機関等と
連携して対応を行う。

③ 関係機関等との連携によっても支援上の困難が
ある場合は、適宜、当該相談支援機関から保健福祉
センターの当該機関の所管課※に相談し、連携して
対応を行う。
※ 分野外の課題の場合に、課題に対応する所属に
直接相談することは妨げない。
また、所管課が明確でない機関等の場合、
主な課題に対応する所属に相談することを想定。

④ 所管課等との連携によっても支援上の困難がある
場合は、適宜、当該所管課から連携支援推進係長に
相談する。
相談を受けた連携支援推進係長は、相談元の

所管課等と連携しながら改めての課題の整理や、
追加の情報収集、アセスメント等を行ったうえで、
健康長寿推進課担当課長及び保健福祉センター長と、
重層支援会議で取り扱うことを確認のうえ、出席を
求める関係機関等を判断し、重層支援会議で取り扱う。
⇒ 情報共有、支援方針・役割分担の検討・決定等
を行い、その後の支援につなげる。

従
前
か
ら
の
枠
組
み

追
加
し
た
枠
組
み
（
後
方
支
援
体
制
の
強
化
）
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＜参考＞包括的相談支援から多機関協働（重層支援会議）への流れ



重層支援会議における取扱事例① 1/2



重層支援会議における取扱事例① 2/2



重層支援会議における取扱事例② 1/2



重層支援会議における取扱事例② 2/2



１ (前提)重層的支援体制とは

２ 京都市における取組事例

①重層支援会議

②地域コミュニティＨｕｂ

18



地域コミュニティＨｕｂ（区・支所の結節点機能の充実強化）とは

19
【出典】きょうと市民しんぶん令和7年5月1日号

人と人とをつなぐ結節点となり、
全ての人に「居場所」と「出番」を創出するため、
令和７年度から
「地域コミュニティHub」を設置しています。
（各区役所・支所に「区Hub」、
京都市役所に「市Hub」を設置。）

組織の垣根を越えて、地域の多様な主体の
「つながり」や「むすびつき」を形成・促進する中で、
つながり・支え合うコミュニティ形成を
支援するものです。

この間、特に、同じく新京都戦略に掲げる、
区役所庁舎や図書館等の公共空間をまちに開く中で、
気軽につどい・つながり・交ざり合う機会を
創出するプロジェクトと連携した取組が
進んでいます。



地域コミュニティＨｕｂの取組事例について 1/2
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地域コミュニティＨｕｂの取組事例について 2/2
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○ 本市から相談支援に関する事業を委託させていただいている法人においては、

それぞれの強みを活かした適切な支援が一人ひとりに実施されるよう、

保健福祉センターをはじめ、支援関係機関間のきめ細かな連携をお願いしたい。

○ その他の法人も含め、

自法人による支援のみでは対応が困難な支援ニーズ等を把握された場合には、

適切な支援関係機関につないでいただくとともに、

保健福祉センターや他の法人等から支援対象者への支援に関して相談があった場合は、

積極的な協力をお願いしたい。

また、各法人で対応いただいている支援対象者等に関して、

保健福祉センター等から重層支援会議への出席依頼があった場合は、

積極的な参加をお願いしたい。

○ 加えて、地域において、法人が多様な場や居場所の整備等の取組を実施される際は、

既存の取組等との連携に配慮するとともに、

各区域で進められる地域づくりの取組との積極的な連携を図るようお願いしたい。

特に、法人の「地域における公益的な取組」は、

重層的支援体制における参加支援や地域づくりにおいて果たすことができる役割は大きいことから、

各区役所・支所（区Ｈｕｂ）とも積極的に連携する中で、

地域のニーズとこれに対応する社会資源の状況等を踏まえつつ、

新たな「地域における公益的な取組」の創出に努めるようお願いしたい。
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最後に（改めてお願いしたいこと）

【参考】厚生労働省「重層的支援体制整備事業における社会福祉法人による
「地域における公益的な取組」等の推進について（通知）」（令和３年３月31日）


	スライド 1: 京都市における 重層的支援体制推進の取組について ～みんなでキャッチ、つながり・広げ・支え合う～
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22

